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議案第９１号 

上越市手数料条例の一部改正について 

上越市手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和４年９月１日提出 

                          上越市長  中 川 幹 太   

 

上越市手数料条例の一部を改正する条例 

上越市手数料条例（平成１２年上越市条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

第２条第９５号中「第３項」を「第７項」に、「長期優良住宅建築等計画」を「長期優良

住宅建築等計画等」に、「第９７号」を「次号」に改め、「を申請する戸数で除して得た額

（当該額に１００円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額）」を削り、同号の

表を次のように改める。 

建築物の区分 手数料の額 

一戸建て（新築をしようとするものに限る。）のもの １３，１００円 

共同住宅等（新築をしようとするものに限る。）で戸数

が５戸以内のもの 

２４，８００円 

共同住宅等（新築をしようとするものに限る。）で戸数

が５戸を超え１０戸以内のもの 

３７，５００円 

共同住宅等（新築をしようとするものに限る。）で戸数

が１０戸を超え２５戸以内のもの 

５９，１００円 

共同住宅等（新築をしようとするものに限る。）で戸数

が２５戸を超え５０戸以内のもの 

９１，７００円 

共同住宅等（新築をしようとするものに限る。）で戸数

が５０戸を超え１００戸以内のもの 

１３７，２００円 

共同住宅等（新築をしようとするものに限る。）で戸数

が１００戸を超え２００戸以内のもの 

２２９，５００円 

共同住宅等（新築をしようとするものに限る。）で戸数

が２００戸を超え３００戸以内のもの 

２８９，３００円 

共同住宅等（新築をしようとするものに限る。）で戸数

が３００戸を超えるもの 

３２７，８００円 

一戸建て（新築をしようとするものを除き、新築時に、

長期優良住宅建築等計画等の認定（以下この表及び第 

９８号の表において「認定」という。）を受けていない

ものに限る。）のもの 

１８，４００円 

共同住宅等（新築をしようとするものを除き、新築時

に、認定を受けていないものに限る。）で戸数が５戸以

内のもの 

３４，６００円 

共同住宅等（新築をしようとするものを除き、新築時

に、認定を受けていないものに限る。）で戸数が５戸を

超え１０戸以内のもの 

５３，７００円 

共同住宅等（新築をしようとするものを除き、新築時

に、認定を受けていないものに限る。）で戸数が１０戸 

８６，１００円 
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を超え２５戸以内のもの  

共同住宅等（新築をしようとするものを除き、新築時

に、認定を受けていないものに限る。）で戸数が２５戸

を超え５０戸以内のもの 

１３４，９００円 

共同住宅等（新築をしようとするものを除き、新築時

に、認定を受けていないものに限る。）で戸数が５０戸

を超え１００戸以内のもの 

２０３，２００円 

共同住宅等（新築をしようとするものを除き、新築時

に、認定を受けていないものに限る。）で戸数が１００

戸を超え２００戸以内のもの 

３４１，７００円 

共同住宅等（新築をしようとするものを除き、新築時

に、認定を受けていないものに限る。）で戸数が２００

戸を超え３００戸以内のもの 

４３１，３００円 

共同住宅等（新築をしようとするものを除き、新築時

に、認定を受けていないものに限る。）で戸数が３００

戸を超えるもの 

４８９，０００円 

第２条第９６号を削り、同条第９７号中「第９５号又は」を削り、同号を同条第９６号と

し、同条第９８号中「長期優良住宅建築等計画」を「長期優良住宅建築等計画等」に、「第

１００号」を「第９９号」に、「第１０１号」を「第１００号」に改め、「を申請する戸数

で除して得た額（当該額に１００円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額）」

を削り、同号を同条第９７号とし、同条第９９号中「第１０３号」を「第１０２号」に改め、

「を申請する戸数で除して得た額（当該額に１００円未満の端数があるときは、当該端数を

切り捨てた額）」を削り、同号の表を次のように改める。 

建築物の区分 手数料の額 

新築時に認定を受けた住宅で一戸建てのもの ６，１００円 

新築時に認定を受けた住宅で戸数が５戸以内の共同住宅

等 

１１，９００円 

新築時に認定を受けた住宅で戸数が５戸を超え１０戸以

内の共同住宅等 

１８，３００円 

新築時に認定を受けた住宅で戸数が１０戸を超え２５戸

以内の共同住宅等 

２９，１００円 

新築時に認定を受けた住宅で戸数が２５戸を超え５０戸

以内の共同住宅等 

４５，４００円 

新築時に認定を受けた住宅で戸数が５０戸を超え１００

戸以内の共同住宅等 

６８，２００円 

新築時に認定を受けた住宅で戸数が１００戸を超え  

２００戸以内の共同住宅等 

１１４，３００円 

新築時に認定を受けた住宅で戸数が２００戸を超え  

３００戸以内の共同住宅等 

１４４，２００円 

新築時に認定を受けた住宅で戸数が３００戸を超える共

同住宅等 

１６３，４００円 

増築又は改築時に認定を受けた住宅で一戸建てのもの ８，７００円 

増築又は改築時に認定を受けた住宅で戸数が５戸以内の

共同住宅等 

１６，８００円 
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増築又は改築時に認定を受けた住宅で戸数が５戸を超え

１０戸以内の共同住宅等 

２６，４００円 

増築又は改築時に認定を受けた住宅で戸数が１０戸を超

え２５戸以内の共同住宅等 

４２，６００円 

増築又は改築時に認定を受けた住宅で戸数が２５戸を超

え５０戸以内の共同住宅等 

６７，０００円 

増築又は改築時に認定を受けた住宅で戸数が５０戸を超

え１００戸以内の共同住宅等 

１０１，１００円 

増築又は改築時に認定を受けた住宅で戸数が１００戸を

超え２００戸以内の共同住宅等 

１７０，４００円 

増築又は改築時に認定を受けた住宅で戸数が２００戸を

超え３００戸以内の共同住宅等 

２１５，２００円 

増築又は改築時に認定を受けた住宅で戸数が３００戸を

超える共同住宅等 

２４４，０００円 

第２条第９９号を同条第９８号とし、同条第１００号中「長期優良住宅建築等計画」を

「長期優良住宅建築等計画等」に、「第９８号」を「第９７号」に改め、同号を同条第９９

号とし、同条第１０１号から第１０５号までを１号ずつ繰り上げ、同条第１０６号アの表中

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の次に「（平成１１年法律第８１号）」を加え、

同号を同条第１０５号とし、同条第１０７号を同条第１０６号とし、同条第１０８号ア中

「第１０６号ア」を「第１０５号ア」に改め、同号イ中「第１０６号イ」を「第１０５号イ」

に改め、同号を同条第１０７号とし、同条第１０９号から第１１２号までを１号ずつ繰り上

げ、同条第１１３号中「第１１５号」を「第１１４号」に改め、同号を同条第１１２号とし、

同条中第１１４号を第１１３号とし、第１１５号を第１１４号とし、同条第１１６号ア中

「第１１３号」を「第１１２号」に改め、同号イ中「第１１３号ア」を「第１１２号ア」に

改め、同号ウ中「第１１３号イ」を「第１１２号イ」に改め、同号エ中「第１１３号ウ」を

「第１１２号ウ」に改め、同号を同条第１１５号とし、同条第１１７号から第１４０号まで

を１号ずつ繰り上げる。 

第５条第１項第２号ア中「第１１０号」を「第１０９号」に改め、同号イ中「第１１１号」

を「第１１０号」に改め、同号ウ中「第１１２号」を「第１１１号」に改め、同号エ中「第

１３４号」を「第１３３号」に改め、同号オ中「第１３５号」を「第１３４号」に改め、同

条第２項第１号エ中「第５項」を「第６項」に、「第６項」を「第７項」に改める。 

附 則 

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 

⑴ 第５条第２項第１号エの改正規定 公布の日 

⑵ その他の改正規定 令和４年１０月１日 


